


【国保】

D-45　インスリン（ＩＲＩ）(糖尿病確定後の患者)

《令和２年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、糖尿病確定後の患者に対して、インスリン（ＩＲＩ）は認

められる。

○ 取扱いの根拠

糖尿病として診断されても、その型別の判断が困難である症例も見受け

られる。糖尿病の病態把握、特にインスリン抵抗性を知るために、一定間

隔での経過観察が必要な場合もある。

まれな病型であるが、ｓｌｏｗｌｙ ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ Ⅰ型糖尿

病においては、発症初期には一見Ⅱ型糖尿病のような臨床症状を呈する。

○ 留意事項

Ｃ－ペプチド（ＣＰＲ）との併施は、インスリン異常症等の場合を除き

原則として認められない。

インスリン治療中は認められない。


